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公益財団法人 消防育英会奨学規程 
 

（目的）  

第１条 この規程は、公益財団法人消防育英会定款第４条第１号及び第２号の事業を実施

するため必要な事項を定めることを目的とする。  

 

（事業の対象者）  

第２条 本会の事業の対象となる者 (以下「奨学生」という。)は、消防活動に従事し、又

は協力した者 (以下「一般協力者」という。 )及び消防団員並びに消防職員のうち、次の

各号に掲げる者の子、孫及び弟妹であって、学校教育法 (昭和２２年法律第２６号 )第１

条に規定する学校(幼稚園を除く。以下同じ。 )及びこれに準じるものとして別に定める

学校等に在学し、品行方正、学術優良・身体健康であって、経済的理由により学資の支

弁が困難と認められる者とする。  

⑴ 一般協力者にあっては、災害を受けて死亡した者又は災害を受け、治ったときに、

非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 (平成１８年総務省令第１１

０号。以下｢支給省令｣という。)別表第２に定める第１級から第７級までの等級に該当

する身体障害を有する者で、消防法 (昭和２３年法律第１８６号 )第３６条の３の規定

に基づく条例の適用を受けて、損害補償の決定のあったもの  

⑵ 消防団員にあっては、公務上の災害により死亡した者又は公務上の災害を受けた者

で、治ったときに、支給省令別表第２に定める第１級から第７級までの等級に該当す

る身体障害の存するもの 

⑶ 消防職員にあっては、公務上の災害により死亡した者又は公務上の災害を受けた者

で、治ったときに、地方公務員災害補償法施行規則 (昭和４２年自治省令第２７号)別 

表３に定める第１級から第７級までの等級に該当する身体障害の存するもの  

２ 前項の子、孫及び弟妹は、一般協力者、消防団員又は消防職員の身体障害若しくは死

亡の原因である災害の発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日において、

主としてその収入により生計を維持していた者 (一般協力者､消防団員又は消防職員が当

該災害を受けたのち出生したこれらの者の子を含む。以下「被災者の子弟」という。)に

限る。 

 

（奨学の内容）  

第３条 奨学の内容は、次のとおりとする。  

⑴   大学院、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校後期課程又は特別

支援学校高等部に在学 （専攻科を含む）する奨学生には、学資金を給与する。 

⑵   第4条第２項第４号に掲げる中学校等又は同項第５号に掲げる小学校等に在学する奨学

生には、学用品の購入費を支給する。 

 

（奨学給付の期間及び額）  

第４条 学資金の給与又は学用品の購入費の支給 (以下「奨学給付」という。 )の期間は、

正規の最短修業期間とする。  
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２ 前項の期間中における奨学給付の額は、次のとおりとする。  

⑴   大学院等（大学院及び大学（専攻科に限る）をいう。）に在学する奨学生  

ア 学資金の支弁が著しく困難な奨学生  

月額４７，０００円の学資金  

イ その他の奨学生  

月額３３，０００円の学資金  

(2)  大学等（大学（専攻科を除く）、短期大学（専攻科を含む）、高等専門学校の４年

以上の学年若しくは専攻科及び高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学

校の高等部を含む。）の専攻科をいう。）に在学する奨学生  

ア 学資金の支弁が著しく困難な奨学生  

月額４７，０００円の学資金  

イ その他の奨学生  

月額３３，０００円の学資金  

⑶   高等学校等（高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び高等

専門学校の３年以下の学年をいう。）に在学する奨学生  

ア 学資金の支弁が著しく困難な奨学生  

月額２７，０００円の学資金  

イ その他の奨学生  

月額２０，０００円の学資金  

⑷   中学校等（中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支

援学校の中学部若しくは小学部をいう。）に在学する奨学生  

月額１２，０００円の学用品の購入費  

⑸   小学校等（小学校及び義務教育学校の前期課程をいう。）に在学する奨学生  

月額１１，０００円の学用品の購入費  

 

（奨学生願書等の提出） 

第５条 奨学生志望者は、本会あての奨学生願書に在学学校長の推薦書及び在学証明書並

びに被災者の子弟であることを証明するに足りる資料を添えて提出するものとする。た

だし、奨学生志望者が小学校、義務教育学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特

別支援学校に在学する者である場合には、これらの申請に必要な書類の提出は、その者

の父母その他その者を事実上保護している者 (以下「保護者」という。 )が行うものとす

る。 

 

（奨学生の採用）  

第６条 奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て理事長が決定し、その結果を奨

学生志望者(奨学生志望者が前条ただし書の規定に該当する場合は、その保護者 )に通知

する。 

２ 前項の規定は、第１２条に規定する奨学給付の休止及び停止、第１３条に規定する奨

学給付の復活並びに第１４条に規定する奨学給付の廃止の決定を行う場合に準用する。  
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（奨学生選考委員会の運営）  

第７条 委員のうち１名を委員長とし、委員の互選により選任する。  

２ 委員長は、奨学生選考委員会（以下「委員会」という。）を代表し、議長としての職

務を行う。  

３ 委員会は、委員現在数の３分の２以上出席しなければ、その議事を開き議決すること

ができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した委員は、

出席者とみなす。  

４ 委員会の議事は、委員現在数の３分の２をもって決する。  

 

（奨学給付の方法）  

第８条 奨学給付は、毎月一定日に行うものとし、特別の事情があるときは２ヵ月分以上

の給付をあわせて行うことができる。  

２ 学資金の給付は、直接、奨学生 (特別支援学校の高等部及び専攻科に在学する奨学生を

除く。)に送金して行うものとし、学用品の購入費の支給及び特別支援学校の高等部若し

くは専攻科に在学する奨学生に対する学資金の給与は、保護者に送付又は送金して行う

ものとする。  

 

（学資金受領書等の提出）  

第９条  奨学給付を受けた場合には、奨学生又は保護者 (奨学生が第５条ただし書の規定

に該当する場合に限る。以下同じ。)は、ただちに学資金受領書又は学用品購入費受領書

を提出しなければならない。  

 

（学業成績及び生活状況の報告）  

第１０条 奨学生又は保護者は、毎年度末学業成績表及び生活状況報告書を理事長あて提

出しなければならない。 

 

（異動届出）  

第１１条 奨学生又は保護者は、次の各号の一に該当する場合は、ただちに本会に届け出

なければならない。  

⑴ 休学、復学又は退学したとき  

⑵ 停学その他の処分を受けたとき  

⑶ 保護者を変更したとき  

⑷ 奨学生又は保護者の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき  

 

（奨学給付の休止）  

第１２条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学給付を休止する。  

２ 奨学生の学業又は性行などの状況により指導上必要があると認めたときは、奨学給付

を停止することがある。 

 

（奨学給付の復活）  
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第１３条 前条の規定により奨学給付を休止又は停止された者が、その理由が止み、疎明

資料を添えて願い出たときは、奨学給付を復活することがある。  

 

（奨学給付の廃止）  

第１４条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、在学学校長の意見を徴

して奨学給付を廃止することがある。  

⑴ 傷い疾病などのために成業の見込みがなくなったとき  

⑵ 学業成績又は操行が不良となったとき  

⑶ 奨学給付を必要としない理由が生じたとき  

⑷ 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき  

⑸ 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき  

 

（奨学給付の辞退）  

第１５条 奨学生又は保護者は、いつでも奨学給付の辞退を申し出ることができる。  

 

（進学又は転学の届出） 

第１６条 奨学生が進学又は転学したときは、奨学生又は保護者は、在学証明書を添えて

ただちに届け出なければならない。  

 

（死亡の届出）  

第１７条 奨学生が死亡したときは、その父母、兄姉又は保護者若しくはこれに代わる者

は、ただちに届け出なければならない。  

 

（実施細目）  

第１８条 この規程の実施について必要な事項は、別に理事長が定める。  

 

附 則 

（施行期日）  
委大第４の２０号  

この規程は、昭和４３年１月１日(昭和４２年９月６日          一部制定  
                           自治許第５４２号  
承認)から施行する。  

 

附 則 

（施行期日）  
昭和４６年６月２６日委大第６の５号  

この規程は、昭和４６年４月１日 (                  一部変更承  
昭和４６年６月７日消防許第２８５号  

認)から施行する。  

 

附 則 

（施行期日）  
委大第６の１７号  

この規程は、昭和４６年１０月１日 (昭和４６年１１月２４日          一部 
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消防許第５ ０ ３号 
変更承認) から施行する。  

 

附 則 

（施行期日）  
委大第６の５号  

この規程は、昭和４８年４月１日 (昭和４８年５月１４日          一部変更  
消防総第２７２号  

承認)から施行する。  
 
 

附 則 
（施行期日）  

委大第５の９号  
この規程は、昭和４９年４月１日 (昭和４９年６月２２日          一部変更  

消防許第１６７号  
承認)から施行する。  

 

附 則 

（施行期日）  
委大第４の１４号  

この規程は、昭和５０年４月１日 (昭和５０年１０月２１日         一部変 
消防許第５２２号  

更承認)から施行する。 

 

附 則 

（施行期日）  
委大第５の１５号  

この規程は、昭和５１年４月１日 (昭和５１年７月１２日          一部変更  
消防許第５２３号  

承認)から施行する。  

 

附 則 

（施行期日）  
雑大第２１の４号  

この規程は、昭和５４年４月１日 (昭和５４年７月２日         一部変更承  
消防許第３２０号  

認)から施行する。  

 

附 則 

（施行期日）  
雑大第４の２０号  

この規程は、昭和５６年４月１日 (昭和５６年７月１７日         一部変更承  
消防許第２９７号  

認)から施行する。  

 

附 則 

（施行期日）  
雑大第４の１０号  

この規程は、昭和５７年４月１日 (昭和５７年５月７日         一部変更承  
消防許第１５７号  

認)から施行する。  
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附 則 

（施行期日）  
雑大第４の８号  

この規程は、昭和５８年４月１日 (昭和５８年４月２６日         一部変更承  
消防許第３２５号  

認)から施行する。  
 
 

附 則 
（施行期日）  

雑大第４の１１号  
この規程は、昭和５９年４月１日 (昭和５９年４月２３日         一部変更承  

消防許第１６８号  
認)から施行する。  

 

附 則 

（施行期日）  
雑高第８の５号  

この規程は、昭和６０年４月１日 (昭和６０年４月９日         一部変更承  
消防許第１８６号  

認)から施行する。  

 

附 則 

（施行期日）  
雑高第８の１２号  

この規程は、昭和６１年４月１日 (昭和６１年４月１日         一部変更承  
消防許第１２４号  

認)から施行する。  

 

附 則 

（施行期日）  
諸高第８の１３号  

この規程は、平成３年４月１日 (平成３年４月１日           一部変更承認) 
消防許第９２  

から施行する。  

 

附 則 

（施行期日）  

この規程は、平成２０年５月１日から施行する。  

 

附 則 

（施行期日）  

この規程は、平成２４年９月２６日から施行する。  

 

附 則 

（施行期日）  

この規程は、令和７年４月１日から施行する。  
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附 則 

（施行期日等） 

この規程は、令和７年５月２６日から施行し、改正後の第３条、第４条第２項、第５条

及び第８条第２項の規定は、令和７年４月１日から適用する。  
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入学一時金給付基準  

 

 

１  大学院等入学一時金の給付は、次のとおりとする。  

  令和７年４月以降、公益財団法人消防育英会奨学規程（以下「奨学規

程」という。）第４条第２項第１号に規定する大学院等に入学（編入学を

除く。以下同じ。）した奨学生  

  入学一時金１４０，０００円  

 

２  大学等入学一時金の給付は、次のとおりとする。  

  令和７年４月以降、奨学規程第４条第２項第２号に規定する大学等に

入学（高等専門学校にあっては４年生に進級）した奨学生  

  入学一時金１４０，０００円  

 

３  高等学校等入学一時金の給付は、次のとおりとする。  

  令和７年年４月以降、奨学規程第４条第２項第３号に規定する高等学

校等に入学した奨学生  

  入学一時金  ６０，０００円  

 

４  中学校等入学一時金の給付は、次のとおりとする。  

  令和７年４月以降、奨学規程第４条第２項第４号に規定する中学校等

に入学した奨学生  

  入学一時金  ６０，０００円  

 

５  小学校等入学一時金の給付は、次のとおりとする。  

  令和７年４月以降、奨学規程第４条第２項第５号に規定する小学校等

に入学した奨学生  

  入学一時金  ６０，０００円  

 

 

附  則  

 昭和６０年４月１日制定実施  

 昭和６１年４月１日一部改正実施  

 昭和６２年４月１日一部改正実施  

 平成１３年４月１日一部改正実施  

 平成１８年４月１日一部改正実施  

 令和７年４月１日一部改正実施  

 令和７年５月２６日一部改正実施（令和７年４月１日から適用）  


